
吹田市居住安定援助賃貸住宅事業の認定等に関する要領 

 

制  定 令和 7年 10月 1日 

 

（目的） 

第 1 条 この要領は、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律（平

成 19年法律第 112号。以下「法」という。）第 40条に規定する居住安定援助賃貸住宅事業

に係る居住安定援助計画の認定並びに法第 54条に規定する報告徴収及び立入検査等の実施

に関して、法、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則（平

成 29 年国土交通省令第 63 号）及び国土交通省・厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対す

る賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則（平成 29 年厚生労働省・国土交通省令第 1

号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。 

 

（事前相談） 

第 2 条 法第 40 条第１項の認定の申請を行おうとする者（以下「申請者」という。）は、

あらかじめ、申請を予定している内容について、都市計画部住宅政策室と任意で事前相談を

行うことができる。 

2 事前相談にあたっては、居住安定援助賃貸住宅事業事前相談申込書（第 1号様式。以下

「事前相談申込書」という。）を都市計画部住宅政策室に提出しなければならない。 

3 前項の事前相談申込書には、法第 40 条第 1 項の規定に基づき規則第 5 条に定める居住

安定援助計画認定申請書（別記様式第 2号。以下「申請書」という。）、法第 40条第 3項の

規定に基づき法第 42条各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面として認定の申請

に関する誓約書（第 2 号様式）及び規則第 8 条で定める添付書類のほか、別表第 1 に掲げ

る書類を添付しなければならない。ただし、申請者と都市計画部住宅政策室との協議により、

書類の一部を省略することができる。 

 

（認定の申請） 

第 3条 申請者は、申請書を市長に提出しなければならない。ただし、法第 40条第 5項に

規定する法第 9条第 1項の登録の申請と併せて行う場合は、法第 40条第 2項の規定にかか

わらず、同項第 2号から第 6号及び第 8号に掲げる事項の記載を省略することができる。 

2 前項の申請書には、法第 40条第 3項の規定に基づき法第 42条各号のいずれにも該当し

ないことを誓約する書面として認定の申請に関する誓約書（第 2 号様式）及び規則第 8 条

で定める添付書類のほか、別表第 1に掲げる書類を添付しなければならない。 

 

（認定基準の取扱い） 

第 4条 法第 41条各号の規定に基づく認定の基準についての取扱いは別表第 2による。 

 

（認定の通知） 

第 5 条 法第 43 条第 1 項の規定による通知は、居住安定援助計画認定通知書（第 3 号様



式）により行う。 

 

（認定基準に適合しない旨の通知） 

第 6 条 市長は、別表第 2 に掲げる認定基準に適合しないと判断したときは、居住安定援

助賃貸住宅事業の認定の基準に適合しない旨の通知書（第 4 号様式）により申請者に通知

するものとする。 

 

（居住安定援助計画の変更等） 

第 7条 法第 40条第１項の認定を受けた者は、当該認定を受けた居住安定援助計画の変更

（第 10条の軽微な変更を除く。）をするときは、法第 44条第 3項及び規則第 22条第 1項

に規定する居住安定援助計画の変更申請書（別記様式第 4号）に規則第 22条第 2項に規定

する添付書類を添付して、あらかじめ、市長に提出しなければならない。 

 

（変更の認定の通知） 

第 8条 市長は、前条の居住安定援助計画の変更の認定をしたときは、法第 44条第 2項に

おいて準用する法第 43条第 1項の規定に基づき、居住安定援助計画の変更認定通知書（第

5号様式）により法第 40条第１項の認定を受けた者に通知するものとする。 

 

（心身の故障により認定等を適切に行うことができない状態となった場合の届出） 

第 9条 法第 40条第１項の認定を受けた者（第 8条の変更の認定を含む。以下「認定事業

者」という。）又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該認定事業者又はその法第 42

条第 6号に規定する法定代理人、同条第 7号に規定する役員若しくは規則第 20条に規定す

る使用人が精神の機能の障害を有することにより認知、判断及び意思疎通を適切に行うこ

とができない状態となったときは、規則第 19条の規定に基づき、国土交通省・厚生労働省

関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第 19条の規定

に係る届出書（別記様式第 3号）に、病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込み

その他参考となる所見を記載した医師の診断書を添付して、市長に提出しなければならな

い。 

 

（軽微な変更の届出） 

第 10 条 認定事業者は、規則第 21 条第 1 項各号に掲げるものを変更するときは、規則第

21条第 2項に規定する居住安定援助計画の軽微な変更届出書（第 6号様式）を市長に提出

しなければならない。 

 

（廃止の届出） 

第 11 条 認定事業者は、法第 44 条第 3 項の規定により、居住安定援助賃貸住宅事業を廃

止するときは、規則第 23 条第 1 項に規定にする居住安定援助賃貸住宅事業の廃止届出書

（別記様式第 5 号）に廃止等の内容がわかる資料を添付して市長に届け出なければならな

い。 



（地位の承継の届出） 

第 12条 法第 45条の規定による地位の承継は、規則第 24条に規定する認定事業者の地位

の承継に係る承認申請書（別記様式第 6号）に地位の承継の事実を証する書類（以下「証明

書類」という。）及びその写しを添付して市長に提出しなければならない。 

 

（地位の承継の承認の通知） 

第 13 条 規則第 25 条の規定による通知は、認定事業者の地位の承継の承認について（別

記様式第 7号）に証明書類を添付して行う。 

 

（定期報告） 

第 14 条 認定事業者は、法第 49 条の規定に基づき、前年度における居住安定援助の実施

の状況及び規則第 30条第 1項の各号に掲げる事項を記載した居住安定賃貸援助賃貸住宅事

業定期報告書（別記様式第 8号）による報告書を認定計画ごとに作成し、毎年 6月 30日ま

でに市長に報告しなければならない。 

 

（専用賃貸住宅の目的外使用） 

第 15 条 認定事業者は、法第 50 条第 1 項に規定する専用賃貸住宅の目的外使用の承認を

受けようとするときは、規則第 32条に規定する目的外使用に係る承認申請書（別記様式第

9号）を市長に提出しなければならない。 

 

（専用賃貸住宅の目的外使用の承認の通知） 

第 16条 市長は、前条の専用賃貸住宅の目的外使用の承認をしたときは、目的外使用に係

る承認通知書（第 7号様式）により認定事業者に通知するものとする。 

 

（その他遵守事項） 

第 17条 認定事業者は、法第 51条の規定に基づき、規則第 35条第 1項各号に掲げる事項

を遵守しなければならない。 

 

（生活保護法の特例） 

第 18 条 認定事業者は、法第 53 条第 1 項の規定に基づき、当該認定事業者である賃貸人

（以下「認定賃貸人」という。）に支払うべき費用の額に相当する金銭について、入居者に

代わり当該認定賃貸人に支払うことを希望する場合は、規則第 37条第 1項に規定する通知

書（別記様式第 10 号）に規則第 37 条第 2 項に掲げる書類を添付して福祉部生活福祉室に

提出しなければならない。 

 

（報告徴収及び立入検査） 

第 19 条 市長は、必要があると認めるときは、法第 54 条の規定により、認定事業者に対

しその業務に必要な報告を求め、又は立ち入ることができる。 

2 前項の規定による立入検査ができる職員は、市長から立入検査員証（第 8号様式）の交



付を受けたものとする。 

3 立入検査の実施にあたっては、認定事業者に対して事前通知を行うものとする。 

 

（立入検査実施結果の通知） 

第 20条 立入検査員は、前条の規定による立入検査を実施したときは、その結果について

速やかに書類を作成し、その結果を市長に報告するものとする。また、その結果は、認定事

業者にも通知するものとする。 

 

（改善状況報告） 

第 21条 前条の通知により、是正すべき事項を指摘された認定事業者は、速やかに是正を

行い、その結果を市長に報告しなければならない。 

 

（改善命令） 

第 22条 市長は、法第 55条の規定に基づき、認定事業者が法第 46条から法第 48条まで

の規定に違反し、又は法第 51 条の規定に基づく規則第 35 条第 1 項各号に定める事項を遵

守していないと認めるときは、当該認定事業者に対し、その改善に必要な措置を命ずること

ができるものとする。 

 

（計画の認定の取消しの通知） 

第 23 条 市長は、法第 56 条第 1 項の規定に基づき、認定事業者が次の各号のいずれかに

該当するときは、計画の認定を取り消すものとする。 

 一 法第 42条各号（第 3号を除く。）のいずれかに該当するに至ったとき。 

 二 不正な手段により計画の認定を受けたとき。 

2 市長は、法第 56 条第 2 項の規定に基づき、認定事業者が次の各号のいずれかに該当す

るときは、計画の認定を取り消すことができるものとする。  

 一 法第 49条又は法第 50条第 3項の規定に違反したとき。 

 二 法第 50 条第 1項の承認を受けずに、法第 40 条第 2 項第 7号に規定する者以外の者

に賃貸したとき。 

 三 前条の規定による命令に違反したとき。 

3 市長は、法第 56 条第 3 項の規定に基づき、前 2 項の規定により計画の認定を取り消し

たときは、遅滞なく、その旨を、計画認定取消通知書（第 9号様式）により認定事業者であ

った者に通知するものとする。 

 

（庶務） 

第 24条 吹田市居住安定援助賃貸住宅事業の庶務に関する事務は都市計画部住宅政策室に

おいて処理し、認定等については福祉部福祉総務室及び福祉部生活福祉室と連携して行う。 

 

（その他） 

第 25条 この要領に定めるもののほか、吹田市居住安定援助賃貸住宅事業の認定等に関し



必要な事項は、都市計画部長が定める。 

 

附 則 

 この要領は、令和 7年 10月 1日から施行する。 


